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とんとんキッズプロジェクト規約 
 
《名称》 
第１条 本会は、「とんとんキッズプロジェクト」（以下「本会」という。）と称する。 
 
《事務局》 
第２条 本会の事務局は、敦賀市男女共同参画センター（福井県敦賀市本町２丁目１番２０号）

に置く。 
 
《設立》 
第３条 本会は、東日本大震災により被災され、敦賀市に避難してきた子どもたちが心身とも

に安心し、癒され、元の生活に戻る活力を得る為に、できる限りの助けの手を差し伸べ、必

要な支援を行うことを目的として、平成２３年４月１日に設立した。 
 
《目的》 
第４条 本会は、災害等の事由が発生したことにより、子どもたち等に対する支援が必要と思

われる場合に必要な支援等を行うことを目的とする。 
 
《構成》 
第５条 本会は、実行委員会及び全体会で構成する。 
 
《実行委員会》 
第６条 実行委員会は、別表１に掲げる者を委員として構成する。 
２ 実行委員は、各団体５名までとする。 
３ 実行委員会メンバーは委員長が決定し、団体の場合は団体の推薦も必要。 
 
第７条 実行委員会には次の役員を置く。 
（１）委 員 長 １人 
（２）副委員長 １人 
（３）書  記 １人 
（４）会  計 １人 

 
《選任》 
第８条 実行委員及び監事は、会員の中から選任する。 
２ 委員長は、実行委員の互選とする。 
３ 副委員長、書記及び会計は、委員長の推薦とする。 
 
《実行委員会の職務》 
第９条 実行委員会は、本会を円滑に遂行するため、以下の職務を果たす。 
 （１）支援先の選定及び支援内容等の協議・決定 
 （２）全体会員の招集 
 （３）その他委員長が必要と認める職務 
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《役員の職務》 
第１０条 委員長は本会を代表し、会務を総括する。 
２ 副委員長は、実行委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、 

その職務を代行する。 
３ 書記は本会における会議全体の議事録を作成する 
４ 会計は本会における入出金業務を行なう。 
 
《役員の解任》 
第１１条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは実行委員会の議決により、これを解任

する事が出来る。 
 （１）心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。 
 （２）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があった場合。 
 
《監事》 
第１２条 監事は実行委員が所属する団体以外から、別表２に掲げる２名とする。 
２ 監事は会計業務を監視する。 
 
《全体会》 
第１３条 全体会は、本会の趣旨に賛同し、入会手続きをしたものを会員として構成する。 
２ 継続の意思を年度の初めに確認する。（４月１日～４月３０日） 
 
《全体会の職務》 
第１４条 全体会は、本会を遂行するために実行委員会が必要と判断した場合に招集され、 
本会にて活動する。 

 
《会の活動運営費》 
第１５条 会の運営費は、会員からの寄付金および活動の趣旨に賛同した個人や団体からの寄

付金および活動支援金等に拠るものとする。 
２ 活動で集めた義捐金や募金は一切使用しない。 
３ 会員の寄付金の納入は個人や団体共に任意とし、１口千円／年とする。 
４ 会員の寄付金の口数は、個人１口以上、団体は３口以上を目標とする。 
５ 会員の寄付金の受付期間は、毎年４月１日～４月３０日とする。 
 
《支援先選定及び支援の実施》 
第１６条 支援先選定については、実行委員会の議を経て決定されるものとする。 
 
第１７条 支援対象世帯等は、以下の選定基準を基に実行委員会の議を経て選定及び決定する

ものとする。 
 （１）災害等の事由が発生し、敦賀市に避難してきた子どもを持つ世帯 
 （２）災害等の事由が発生し、敦賀市に避難してきた世帯 
 （３）災害等の事由が発生した被災地で生活する世帯 
 （４）その他実行委員会が必要と認めた世帯 
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《会計》 
第１８条 本会の会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わるものとする。 
 
《招集及び休会》 
第１９条 本会は、委員長が必要と認めた場合に招集される。 
 
第２０条 本会は、全ての職務を果たし、委員長が認めた場合において休会する。 
 
《規約の改廃》 
第２１条 本規約の改廃については、実行委員会立案、議を経て全体会の承認を得なければな

らない。ただし、緊急やむを得ない事由により全体会を招集することが出来ない場合につい

ては、実行委員会において決定することができるものとする。この場合、その内容等につい

て、次の全体会において報告し承認を得るものとする。 
 
《その他》 
第２２条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、実行委員会において

別に定める。 
 
《附則》 
 本規約は平成２５年４月１日から施行する。 
 本規約は平成２９年４月１日から施行する。 
 本規約は平成３０年６月１日から施行する。 
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別表１ 
実行委員会員 
1 林 惠子 （特活）子育てサポートセンターきらきらくらぶ 委員長 
2 池田 裕太郎 （特活）ＴＨＡＰ 副委員長 
3 堂前 清美 （特活）子育てサポートセンターきらきらくらぶ 書 記 
4 山川 登志美 （特活）ＴＨＡＰ 会 計 
5 奥村 昇 個人  
6 石井 隆 個人  
7 寺田 徹也 （特活）ＴＨＡＰ  
8 林 昇平 （特活）子育てサポートセンターきらきらくらぶ  
9 南 美津子 （特活）Ｊｅｌｌｙ Ｂｅａｎｓ  
10 岸本 光隆 嶺南学園敦賀気比高等学校  
11 碇 望 （特活）ＴＨＡＰ  
12 敦賀市企画政策部市民協働課 事務局 

順不同 
別表２ 
監事 
1 金森 文質 加藤会計事務所 税理士 
2 伊吹 美香子 個人 

 


